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■かみす社協ニュースは皆様から寄せられた会費を使用して発行しています

広告
税理士法人
タックス･イバラキ
＜栗林会計事務所＞

■生活福祉資金の特例貸付

【貸付上限額】・２人以上世帯　月20万円　　
　　　　　　　・単身世帯　　　月15万円　　
【貸付期間】　　原則３ヶ月以内　　　　　　　

●緊急小口資金（無利子・20万円以内） ●総合支援資金（無利子・月額20万円以内）
■新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少

　した世帯が対象となります　　　　　　　　　　　　 

■新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少や

　失業等された世帯が対象となります　　　　

※審査によりご希望に添えない場合もあります。

＜生活福祉資金の申請から決定までの流れ＞

＜送金について＞

　緊急小口資金、総合支援資金ともに、茨城県社協で書類を

　受理してから概ね３週間程度を予定しています。　　　　　　　

申請受付 審査･決定･送金

神栖市社協 茨城県社協申請書類送付

●総合支援資金（再貸付）

【貸付対象】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・既に緊急小口資金、総合支援資金の貸付が終了してもなお、
　新型コロナウイルスの影響による減収や休業、失業等により、
　現在生活困窮状況にあること。　　　　　　　　　　　　　　

・感染症拡大防止のため、申請書類は郵送での受け付けとなります。記入方法がわからないなど、窓口での

　申請を希望される場合は、必ず予約の連絡をお願いします(対応は9時～15時、土･日･祝日を除く)。

■問合せ･申請窓口：神栖市社協 神栖本所(溝口1746-1 保健・福祉会館２階)　電話 0299-93-0294

★主な給付要件チェックリスト

離職・廃業した日から２年以内、またはやむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少していますか？　　　　　　　　　　　

世帯全体の月の収入と金融資産が右記の金額以下ですか？
(神栖市の場合)

収入基準額（月額） 112,000円 156,000円 184,000円

単身世帯 ２人世帯 ３人世帯

項　　目 チェック欄

は い □

金融資産（上限） 468,000円 690,000円 840,000円

※給与収入の場合、社会保険料等が天引きされる前の事業

　 主が支給する総支給額（交通費支給額は除く）となります。

　 世帯にお子さんがいる場合は、児童手当、児童扶養手当

　 など世帯収入に含まれます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

は い □

上記の状態になる前に世帯生計を主として維持していましたか？　（申請は生計中心者が減収していることが必要です） は い □

　住居確保給付金は離職・廃業から２年以内または休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況にある方へ

一定期間(原則３ヶ月)家賃相当額(単身世帯上限34,000円～5人世帯上限44,000円)を支給(神栖市から不動産

業者などの口座へ直接振込)すると同時に、神栖市社協(自立相談支援機関)による就労支援等を実施し、住居及

び就労機会の確保に向けて支援します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

求職活動は行っていますか？　（支給決定後、毎月１回求職活動状況報告書の提出が必要となります） は い □

※住居確保給付金の最終審査は神栖市福祉事務所が行います。

■住居確保給付金

新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少、失業された方へ

　住居確保給付金の支給が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、３ヶ月間に限

り再支給することができます。再支給の申請期間は令和３年11月末までとなります。　　　　　　　　　　　　　　

広告
白 十 字 総 合 病 院

健診センター併設

　茨城県社会福祉協議会では、新型コロナウィルス感染症の影響による休業等によって収入が減少した世帯や失

業等された世帯を対象に当座の生活費を貸し付ける生活福祉資金の特例貸付事業をおこなっています。

　※この貸付は新型コロナウイルス感染症に起因する休業等による収入の減少や失業等が前提となるため、生活保護

　　世帯や従前から就業していない方は対象外となります。特例貸付についての最新情報は茨城県社協もしくは本会

　　のホームページを確認してください。

申込締切が令和３年11月末まで延長されました

広告

神栖法律事務所

神栖法律事務所
茨城県弁護士会所属

　　弁護士 安重 洋介

　　弁護士 宇都宮 諒
〒 神栖市神栖 号

   ☎
http://www.kamisu-law.com/
ご相談は平日９時から１８時まで受け付けています
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神栖市社会福祉協議会正職員を募集しています

申込受付期間…………令和3年９月２１日(火)～１０月８日(金)

（Ａ･Ｂ共通） 　　 　　※土･日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時まで受付します。

応募要件………………1991(平成３)年４月２日以降に生まれ、学校教育法による大学(短期大学除く)を

　　　　　　　　　　卒業した方で普通自動車運転免許を有する人、社会福祉活動に理解と熱意を有する方

　　　　　　　　　　※Ｂについては令和４年３月卒業見込みを含みます　　　　　　　　　　　　　　（Ａ･Ｂ共通）

採用試験日程…………第１次試験(筆記)：令和３年10月24日(日) ※１次試験実施前に書類選考をします

（Ａ･Ｂ共通)　　　　 第２次試験(面接)：令和３年11月 7日(日) ※１次試験合格者のみ

採用予定人数・採用日

　Ａ）大卒・社会人経験者　１名程度、　Ｂ）大学卒業者（卒業見込み含）１名程度

      ※令和３年１２月１日採用予定　　　　※令和４年　４月１日採用予定

“ひとりの問題”をみんなの問題として捉え、医療・保健・福祉・行政の関係機関と連携しながら解決の手立

てを導き出していくソーシャルワーカー(福祉活動専門員)として働いてみませんか。社会福祉士･精神保健福祉

士国家資格取得の支援もありますので、市内唯一の福祉総合相談組織の専門職として一緒に活動しましょう。

受付・問い合わせ…神栖市社会福祉協議会　神栖本所

　　　　　　　　　　　〒314-0121　神栖市溝口1746-1　神栖市保健・福祉会館内

　　　　　　　　　　　電話：0299-93-0294　担当：相良(さがら)、奥村

※詳細は、神栖市社協ホームページ(http://www.kamisushakyo.com)でご確認ください。

社協は福祉の総合相談窓口です　

問合先：神栖市社会福祉協議会　神栖本所 電話0299-93-0294　　波崎支所 電話0479-48-0294 　　

　社協は福祉の総合相談窓口として、高齢者・障害者・子ども・ひきこもり･･･どんな相

談でも、行政、施設、病院、学校など各種関係団体とも連携しながら、課題の解決に向け

て一緒に考えていきます。また、以下の専門相談もお受けします。　　　　　　　　　　

・こころの相談室…不眠や気分の落ち込みなど、心の問題を抱えている方やご家族からの相談をお受けします。　　

・生活困窮者自立支援事業…生活困窮による生活全般の困りごとの相談をお受けします。　　　　　　　　　　　　

・福祉後見サポートセンターかみす…成年後見制度の申し立てに関する相談をお受けします。　　　　　　　　　

・障害者地域生活支援センター…サービス利用や社会参加など、障害がある方やご家族からの相談をお受けします。

・ボランティアセンター…ボランティア活動に関する相談、情報提供、アドバイスなどを行っています。　　　　　

　窓口や電話だけでなく、必要によりご自宅を訪問(コロナウイルスの状況によっては訪問を控えさせていた

だく場合があります)して各種制度や福祉サービスの利用に関わる援助・調整等を行います。ご相談は無料で

す。下記までお問合せください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


